




要約:長崎県の ATL ウイルス母子感染予防対策マニュアルを使用して,ここ数年 ATL 予防対

策を実施してきた。その結果,長崎県がはじめた予防対策マニュアルには大きな問題点は

ない。しかし若干あらためていくべき点も出てきているように考えられた。すなわち 1.

長崎県では検査の時期を 30 週前後にしているが妊娠初期に他の検査と一緒に行うのが検

査もれを少くし,早産例の対応などにもよいと考えられる。2.同一妊婦に 2 回目以降の検

査をどうするか,(とくに陽性例の場合)3.一次検査費用は自己負担とする。検査を実施す

るかどうかはウイルス浸渓地区の各自治体の裁量に委ねるのが行政的にはよいであろう。


